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       ベトナム祖国前線、ベトナム祖国前線の構成組織の監督 138 

  第 199 条 土地管理・使用に関する公民の監督    138 

  第 200 条 土地管理及び使用のモニタリング及び評価システム  139 

 第２節 土地に関する監査、争い・不服申し立て・告訴告発の解決 

     及び法律違反の処理       140 

  第 201 条 土地の専門監査       140 

  第 202 条 土地紛争の和解       141 

  第 203 条 土地紛争解決の権限      142 

  第 204 条 土地に関する不服申立て、訴訟の解決    142 

  第 205 条 土地告訴告発の解決      143 

  第 206 条 土地関連法令の違反者の処理     143 

  第 207 条 土地分野における公務を実施する時に土地関連法令の 

       違反者の処理       143 

  第 208 条 土地管理・使用に関する法律の違反行為の発見、防止 

       及び処理における各級の人民委員長の責任   144 

  第 209 条 行政手続きの実施順次の違反における各級土地管理機関 

       の長、公務員、職員及び村級の地政員の責任の受入れ及び 

       処理         144 

      

第 14 章 施行条項         144 

  第 210 条 経過条項        144 

  第 211 条 施行効力        145 

  第 212 条 詳細規定        146 
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